
学校施設跡地の活用について R6.5月作成

①民間事業者への
売却による活用

有り

無し

有り

無し

③市管理による活用
※継続的に活用方法を検討

①官民連携により学校施設跡地の活用を図る。
②学校施設の周辺地域との調和を保ちながら活用を図る。
③学校施設の形状、地域的な特性、与える効果を考慮して活用を図る。

•主に子育て世帯の住宅地、地域の憩い
の広場、公園として整備を検討
（住宅分譲地、条件付き賃貸住宅など）

•事業用施設（工場、事務所、倉庫）など

•極力現校舎を利用する方向で検討
•主に地域交流拠点施設、福祉関係施設、
事業用施設として利用を検討

•地域交流拠点施設として考えられるもの

運動場

校舎・プール

•極力現体育館を利用する方向で検討
•主に防災避難所、体育館（スポーツ団
体への貸出）として利用を検討

•公民館活動拠点など

体育館

学校施設跡地の活用イメージ基本的な考え方

検討方法

• 地域の意向、行政需要を考慮して、各施設統合の約半年前に
「学校施設跡地の活用（案）」を取りまとめる。

• 市の費用負担が極力少ない手法を優先する。
• 以下に示すフローチャートに沿って活用を検討する。

民間事業者等の
賃貸による活用

意向

②民間事業者への
賃貸による活用

民間事業者等の
購入による活用

意向

・タウンミーティングなどにより地域の皆様との意見交換を行いながら、望ましい跡
地活用を検討していきますので、ご協力いただきますようよろしくお願いします。

公民館活動拠点、サテライトオフィス、
カフェ、サロン（憩いの場）、農業関連施設、
レンタルラボ、作業場、屋内遊具施設、
スケートボード場、3×3（スリーエックス
スリー）場、合宿所、宿泊施設、サイクルス
テーションなど
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